
 1 

伊佐市農業委員会９回総会議事録 

 

１．開催日時  平成２7年 12月 17日（木）午前 8時 58分から 10時 05分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

３．出席委員  （18人） 

    会  長        ２１番委員  

    委  員 

     

1 番委員 2 番委員
3 番委員 4 番委員
5 番委員 6 番委員
8 番委員 9 番委員

10 番委員 11 番委員
12 番委員 14 番委員
16 番委員 17 番委員
18 番委員 19 番委員
20 番委員   

     

４．欠席委員  （1人） 

     13番委員 

   

５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

        ９番委員   １１番委員 

 
 

第２ 第 １ 号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に
ついて 

 
第 ２ 号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 
 
第 ３ 号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）申出」

の意見決定について 

 
第 ４ 号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

第 ５ 号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに
許可及び諮問決定について 

 

第 ６ 号「非農地証明願」について 
 

６．農業委員会事務局職員 

   事 務 局 長      農地振興係長   
   農地振興係書記     農地振興係書記   
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【開始時間  午前８時５８分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。それでは只今より、平成２７年度第９回農業委

員会総会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

本日は１３番委員から欠席届が出ております。只今１０番委員が遅れ

ると言うことで連絡があります。今日の出席者は１８名で 1名不足して

おりますが、間もなく到着されると思いますので開会します。議事録署

名者を、私の方から指名させていただきます。 

 

９番委員と１１番委員に議事録署名者をお願いします。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告１番、農地法第１８条第６項の規定による通

知について、報告２番農地の利用目的変更について事務局の報告を求め

ます。 

 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、

ご報告いたします。 

資料の１ページから４ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権の合意解約が 16件ありました

のでご報告いたします。 

 

報告第２号の農地の利用目的変更について５ページをお開きくださ

い。去る７日に事務局で現地調査を行いましたのでご報告申し上げま

す。 

整理番号 1番の申請者は伊佐市大口渕辺に居住されております。ＨＩ

さん８８歳で自治会は渕辺であります。申請地は、伊佐市大口渕辺住吉

２２３番４の地目は田、地積は５２２㎡で申請地の所在地は平出水小学

校より東へ１．３ｋｍの場所に位置し現在休耕田として管理してありま

す。 

当該農地は山林に隣接し、天水田の為日照条件も悪く、農作物も育ち

にくく収穫量も見込めないこと等により、盛り土を行い畑として銀杏を

植樹し管理したいとのことでした。今後、田としての管理は難しく     

遊休農地対策及び農地の有効利用としても本届け出は適切であると思

われますことを御報告いたします。尚今回銀杏を植樹するする予定によ
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

り、隣接農地の所有者には同意をいただいていることを申し添えます。

以上報告を終わります。ご審議方よろしくお願いします。 

 

只今、事務局の報告が終りました。委員の皆さん質問等はございません

か。 

（なしという声あり。） 

 

なしということでございますので、議案の審議に入ります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第1号 農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見

決定について提案します。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号、「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見決定について利用権設定につきまして説明いたします。 

１７ページの総括表をお開きください。 

期間は２年から１０年で、面積は田１４１，９８８㎡、畑２７、７４９

㎡の合計１６９，７３７㎡です。利用権の設定をする者の数５０人、設

定を受ける者の数３４人、土地の明細につきましては６ページから１６

ページの整地番号１番から５０番の通りです。皆様方のご審議方よろし

くお願いします。 

 

事務局の報告が終りました。委員の皆さん質問等はございませんか。 

 

（なしという声あり。） 

 

なしと言うことなのでお諮りします。 

 

議案第１号の意見決定について事務局の報告のとおり決定すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって、議案第 1号 農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に

係る意見が決定しました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

８ 番 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定について

提案します。 

 

整理番号１番について担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号の１番及び２番について、去る１５日に申請人の立ち会いのもと

現地調査をいたしましたので８番が報告をします。なお１番２番は譲受

人が同一人であり又譲渡人同士が親族関係にあることから、一括で報告

させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

  

お願いします。 

 

それでは申請人で受人のＮＴさんは伊佐市大口目丸に居住、自治会は

上目丸、年齢は６４歳です。整理番号の１番ですが、譲渡し人のＯＹさ

んは、横浜市保土ケ谷区に居住年齢は６６歳です。申請地は伊佐市大口

目丸字瀬吹９１８－１地目は田、地積は３３５㎡で受人の住宅の東約７

０ｍに位置し現況は田であります。 

次に整理番号２は受人は同じＮＴさん譲渡人はＴＴさんで伊佐市大

口里に居住、自治会は朝日町申請地は大口目丸字村中８９９地目は畑、

地積は２９４㎡、外１筆の合計面積６７６㎡であります。申請地は受人

の住宅東隣と２筆目が申請人住宅北約５００ｍに位置しております。現

況は畑であります。両方とも地権者が管理出来ない為受人が長年管理し

てきたこともあり、今回、所有権移転贈与されることになりました。受

人の経営面積は１０５，７４４㎡となり、取得可能面積であり、また経

営意欲もあり、農機具等も揃っております。以上のような理由により整

理番号１及び整理番号２の申請は農地法第３条２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。添付資料として、全部事項

証明書、字図等が添付されております。皆様方のご審議をよろしくお願

いいたしまして報告を終わります。 

 

１番２番についての８番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さ

んご意見質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１番２番について、８番委員の調査報告の通り許可することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって、整理番号１番２番は許可が決定いたしました。 

 

 

整理番号３番について担当委員の調査報告を求めます。 

３番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち、

整理番号３番について、去る１２月７日に申請人の代理人行政書士の

ＫＳ氏立会いのもと現地調査を行いましたので３番が報告いたしま

す。申請人ＳＡさんは大口鳥巣にお住まいで自治会は鳥巣上で６９歳

でございます。渡し人ＳＴ子さんは伊佐市大口大島に居住され７３歳

であり自治会は大島南であります。現地は大口鳥巣字宮ノ前７２１－

４地目田、面積１４㎡であります。お姉さんからの贈与でございま

す。所在地は大口文化会館の北側約５００ｍ位の西が市道挟み宅地、

東、南田、北側宅地であります。良く管理された田んぼであります。す

でにＳＡさんの田んぼの１枚の一角整備されております。現在の耕作

面積も９，８２５㎡で取得可能面積であります。耕作意欲はあり農機具

はすべて揃っております。添付資料として、全部事項証明書、字図等

が添付してあります。以上のような理由により当申請は農地法第３条

２項の各号に該当しないと思われますので許可相当と思われます。委

員の皆様方のご審議をよろしくお願いいたしまして私の報告を終わり

ます。 

 

 

３番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はござ

いませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告の通り許可することに賛成の委員の挙手を求め
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

ます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって、整理番号３番は許可が決定いたしました。 

 

 

整理番号４番について担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員お願いします。 

 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号４番について、去る１２月１１日に現地調査を行いましたので１

１番が報告いたします。申請人ＡＴさんは伊佐市菱刈荒田に居住され自

治会は荒田下で年齢は８１歳です。渡し人ＩＭさんはさつま川内市平佐

町に居住されていらっしゃいます。申請地は伊佐市菱刈荒田字池ノ上６

２-１、地目は田、地積９３８㎡であります。所有権移転贈与でござい

ます。受人の経営面積は２１，７８９㎡です。取得可能面積であります。

農業従事者は２名で通作距離は自宅から２ｋｍ位の所で、現況は良く管

理された水田であります。経営意欲はあり農機具等は全て完備されてお

ります。以上のような理由により当申請は農地法第３条２項の各項に該

当しないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部

事項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様のご審議方よろし

くお願いいたします。以上報告を終わります。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 
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２０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

１２番委員 

２０番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号５番につきまして、去る１０日申請人のＭＴさん立会いのもとに

聞き取り調査をいたしましたので、報告を申し上げます。譲受人はＭＴ

さんで伊佐市菱刈荒田にお住まいで、自治会は下荒田でございます。年

齢が５８歳、譲渡し人は伊佐市大口宮人に現在居住、入所されておりま

す。父親のＭＴさんでございまして、年齢が８２歳、施設に入所されて

いらっしゃる方でございます。今回生前の贈与と言うことでございます

が菱刈荒田字早風４３５２－３外４筆でございまして、田が８、７２２

㎡、畑が２、３３７㎡、計１１、０５９㎡でございます。受人の経営面

積は４７、８６０㎡受人の世帯の内農作業の常時従事者数が３名でござ

います。調査内容でございますが申請地は菱刈の荒田地区及び川内川を

渡った菱刈下手地区にございまして、現況は水稲作及び飼料作物でござ

います。尚、Ｍさんは生産牛農家の畜産農家でございます。現在の耕作

者はＴさんが耕作してございます。受人の理由はＴさんは贈与という申

請であり耕作意欲は十分であり、農機具も完備いたしております。以上

のような理由により当申請は農地法第３条２項各号に該当しないと思

われますので許可相当と思われます。添付書類といたしまして、全部事

項証明書、字図等が添付されております。以上の報告でございますが委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまします。 

 

２０番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はご

ざいませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について２０番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１２番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

理番号６番につきまして、去る１２月１０日に現地調査を行いましたの

で１２番が報告いたします。申請人ＴＫさんは伊佐市菱刈下手に居住さ

れ、自治会は下手須川で年齢は３４歳です。渡し人ＴＴさんは伊佐市菱

刈下手に居住され自治会は下手須川で年齢は７０歳です。親子関係にあ

たります。申請地は伊佐市菱刈荒田字中水流４３２４－１９８番とそれ

から菱刈下手字羽作４３－２外５筆で地目はすべて田、地積は合計で１

３，２４２㎡で贈与であります。受人の経営面積は１３、７２３㎡で取

得可能面積であります。農業従事者は３名で通作距離は約１ｋｍ位で現

地は良く管理された圃場であります。経営意欲はあり農機具等は完備さ

れております。以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項各

号に該当しないと思われますので許可相当と思われます。添付書類とい

たしまして、全部事項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様

方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終わります。 

 

１２番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はご

ざいませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１２番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定について

７号をご報告いたします。１番です。渡し人住所伊佐市大口大田、名前

はＮＴさん８８歳です。受人の住所、伊佐市菱刈川北です。名前はＫＧ

さん３５歳です。立合いは父親のＫＳさんがなされました。自治会は地

築地下です。申請地は菱刈前目字川除１１３０－１外２筆です。地目は

田、面積の合計は３，０８４㎡です。Ｋさんの耕作面積は１６６，２９

６㎡ですので取得可能面積をクリアされております。申請地の位置はま

ごし館より北西に１，２００ｍ位のところです。現状は良く管理された

水田です。東も西も南も北も水田です。今までもＫさんが耕作されてお
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りました。規模拡大と言う理由です。法的には有償売買です。農機具は

全部揃っております。通作距離は約５ｋｍあります。農業従事者は４名

で認定農業者です。耕作意欲はあります。添付書類は全部事項証明書、

字図、その他必要書類はすべて揃っております。以上のような理由によ

り当申請は農地法第３条２項各号に該当しないと思われますので許可

相当と思われます。委員の皆様方のご審議をよろしくお願いいたしま

す。私の報告を終わります。 

 

１番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はござ

いませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番について、担当委員の調査報告を求めます。 

２番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号８番について去る１２月１１日に現地調査を行いましたので２

番が報告いたします。申請人ＩＹさんは伊佐市大口鳥巣に居住され、自

治会は鳥巣上、年齢は７７歳です。渡し人ＹＳさんは伊佐市大口鳥巣に

居住され、自治会は鳥巣下、年齢は８２歳であります。申請地は伊佐市

大口鳥巣字屋弥添１２３－１地目は田、地積は５９９㎡で所有権移転売

買であります。受人の経営面積は９，１４９㎡で取得可能面積でありま

す。農作業従事者が２名で通作距離は受人自宅より５００ｍ位に位置し

ており、現況は良く管理された農地であります。いままで渡し人が耕作

しておりましたが、体力的に耕作できなくなった為、申請人にお願いし

たところであります。経営意欲あり農機具などはすべて完備してありま

す。以上のような理由により当申請は農地法第３条２項各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。添付書類は全部事項証明

書、字図、委任状が提出されております。委員の皆様方のご審議をよろ

しくお願いいたして私の報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

２番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はござ

いませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定しました。 

 

整理番号９番について、担当委員の調査報告を求めます。 

５番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号９番につきまして、去る１２月７日現地調査を行いましたので５

番が報告いたします。譲受人ＫＴさんは伊佐市大口白木に居住し自治会

は白木で年齢は６８歳であります。譲渡し人はＭＭさん外２名の共有名

義となっており、ＭＭさんは大分県中津市に居住され年齢は６９歳であ

ります。申請地は大口下殿字池ノ山１０２３－１０９地目は畑、地積は

９７３㎡で所有権移転は売買でございます。申請地の所在地は県立北薩

病院から東の方向に６００ｍ行った県道沿いにありまして、北側が畑、

南側が道路、東と西側が宅地となっております。現況はよく管理された

畑であります。受人の経営面積は１０，５３７㎡で、取得可能な面積で

ございます。農業従事者は２名で、通作距離は自宅から１５分くらいの

ところに位置しております。経営意欲あり農機具等は完備しておりま

す。以上のような理由により当申請は農地法上問題ないものと思われま

すので、許可相当と思われます。添付書類は全部事項証明書、位置図、

委任状が添付されております。委員の皆様方のご審議をよろしくお願い

いたします。 

 

５番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はござい

ませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

なしということでございますので、お諮りします。 

５番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定は申請件

数９件で９件の許可が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更、（用途区分変更・除外・

編入)の申出の意見決定について提案します。 

 

整理番号１番について担当委員の調査報告を求めます。１１番委員お

願いします。 

 

議案第３号農業振興地整備計画の一部変更、除外申出の意見決定につ

いて整理番号１番について去る１２月１１日申請人ＮＫさん立会いの

もと２０番委員と１１番委員で共同調査をしましたので１１番委員が

報告します。申請人はＮＫさんでございます。伊佐市菱刈荒田にお住ま

いの自治会は下荒田で７８歳です。申請地は菱刈荒田字餅ヶ尻３８１６

－１０田で３，０４５㎡でございます。除外目的ですけど、これまでに

長年転作地として飼料作物等を耕作していたが、周りの山林が大きくな

り、日照不足等で作物の収量も少なくなった。また２、３年前からはイ

ノシシ、シカ、アナグマが出没して作物を荒らすようになり、農地とし

ては維持管理していく手立てが無くなった。そのため今後は山林として

管理して行きたいと言う様なことでございました。申請地は下荒田集会

所の南側約１ｋｍ位のところに位置しており、現況は転作田でありま

す。申請地の北は山林、南も山林、東も山林、西は転作田であります。

除外後は山林へ転用申請したいと言う様なことでございました。除外に

係わる要件として別に問題はないと思われました。以上のような理由に

より除外はやむを得ないと思われます。以上の通り現地調査を実施しま

したので、報告いたします。以上です。 

 

１１番委員の報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はございま
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

せんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、農振除外の意見が決定しました。 

 

整理番号２番について担当委員の調査報告を求めます。３番委員お願

いします。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更、除外について、整理番

号２番につきまして。去る１２月１１日、申請者、ＳＳ氏立会いのもと、

１０番委員、会長、私３番委員で共同調査をしましたので私が報告いた

します。申請人、ＳＳさんは伊佐市大口鳥巣に居住され５７歳で、自治

会は園田であります。申請地の所在地は伊佐市大口鳥巣字野中２３８０

番地３、地目は畑、地積１６６㎡であります。農業用施設建設の為、農

業振興地域整備計画の一部変更用途変更を申請されるものでございま

す。後で４条申請と同時申請されております。現地は自宅のすぐ近くで

良く管理された畑であり、隣にすでに機械倉庫が一部あります。経営拡

大で機械類が増えて保管場所がなく今回併設される予定でございます。

また周囲も用途変更するのに影響はないものと思います。尚、添付資料

として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写真、市長

よりの意見依頼書が添付してあります。調査委員の意見において、許可

相当としましたが委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私

の報告を終わります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙手を

求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、用途区分変更の意見が決定しました。 

 

議案第３号は、申請件数２件で、除外１件、用途区分変更１件がそれ

ぞれの意見が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係わる意見決定

並びに許可及び諮問決定について提案します。 

 

整理番号１番について担当委員の報告を求めます。 

３番委員お願いいたします。 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係わる意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち整理番号１番について去る１２月１１日

に申請人、ＳＳさんの立会いの下１６番委員、会長、私３番の３名で現

地調査を行いましたので私が報告いたします。申請人ＳＳさんは大口鳥

巣に居住され自治会は園田で年齢は５７歳でございます。申請地は大口

鳥巣字野中２３８０－１、地目は田で地積は８９２㎡、外 1筆で農用地

区域内農地で都市計画区域外でござます。合計面積は１，０５８㎡地目

変更する申請であります。先ほど用途区分変更でご説明申し上げました

通り経営拡大で農機具等が増え保管場所が無くなり今回、倉庫兼資材置

き場として整備される予定でございます。現地は大口園田橋から西方向

へ園田集落の方向に５００ｍ位行った自宅のすぐ東側に位置し東南側

田んぼ、北側市道を挟み宅地、西側市道であります。道路排水等も良く

整備され周囲に悪影響を及ぼすようなことはないと思います。添付資料

として、全部事項証明書、被害防除に関する誓約書、字図等が添付して

あり、３委員で協議し許可相当としましたが委員の皆様方のご審議方を

お願いして私の報告を終わります。 

 

ただいま３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

３番委員の報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問の決定につ

いて賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、報告の通り意見の決定並びに許可及び諮問が

決定しました。 

 

整理番号２番について担当委員の報告を求めます。 

２番委員お願いします。 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係わる意見決定並

びに許可及び諮問決定についてのうち整理番号２番について、２番が調

査の結果を報告いたします。去る１２月１１日、６番委員と９番委員と

私２番委員で申請人でありますＨＩさん立会いのもと共同調査をいた

しました。申請人ＨＩさんは伊佐市大口渕辺に居住され仕事は農業、年

齢は８８歳で自治会は渕辺であります。申請地の所在地は伊佐市大口渕

辺字住吉１８２外２筆、地目は畑で地積は合計１，３５８㎡であります。

農地区分は第２種農地で転用目的は植林であります。申請地の所在地は

平出水小学校から東へ１ｋｍほどに位置しており、東側は畑と山林、西

側は畑、南側は畑、北側は畑であります。転用目的は植林となっており

ますが、平成１７年４月ごろ植林してしまったと言うことで、始末書が

添付されております。申請人に話を伺ったところ、高齢になるにつれ、

広範囲の畑作が困難になってきたため、花が咲く木を植林してしまった

と言うことでありました。尚、隣接地境には法面保護を行い周囲に被害

を及ぼさぬ様つとめると言うことであります。添付書類として全部事項

証明書、位置図、字図、土地利用計画事業計画書、被害防除計画書、被

害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、始末書が添付されており

ます。調査の結果この申請については３名の調査員の意見において適

切であると判断しましたが委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

します。以上で私の報告を終わります。 

 

２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２番委員の報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問の決定につ
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

いて賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、報告の通り意見の決定並びに許可及び諮問が

決定しました。議案第４号は申請件数２件で２件の意見決定並びに許可

及び諮問が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について提案します。 

整理番号１番について担当委員の調査報告を求めます。１４番委員お

願いいたします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定のうち整理番号１番につきまして、去る１２月１１

日申請人株式会社Ｅ、ＮＪさん立会いの下１番委員、１２番委員、私１

４番委員の３人で共同調査を行いましたので私１４番が報告いたしま

す。借り人は鹿児島市鷹師の株式会社Ｅでございます。貸し人は伊佐市

菱刈前目にお住まいのＫＴさんで自治会は前目下であります。申請地の

所在地は伊佐市菱刈前目字四反田２４５２番、地目は田、地積は８３２

㎡であります。本申請は賃借権で転用目的は業務用資材置き場でありま

す。農地区分は２種農地となっております。申請地の所在地は菱刈中学

校より北側に５００ｍほどの所に位置しており、前目公民館の奥にあり

ます。南側は田、東側は農道、北側は公民館、西側は旧国鉄跡地で道路

となっており、周囲に与える影響はないものと思われます。添付書類と

して、土地の全部事項証明書、配置図、平面図、字図、事業計画書、土

地賃借契約書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理

確約書、資金証明書が提出されております。調査の結果この申請につい

て３名の調査委員の意見において適切であると判断いたしましたが、委

員の皆様方のご審議方よろしくお願い申し上げます。以上で報告を終わ

ります。 

 

はい。１４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

２０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１４番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

について賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

  

全員挙手 

よって整理番号１番は１４番委員の調査報告の通り意見の決定並び

に許可及び諮問が決定しました。 

 

 

整理番号２番について担当委員の調査報告を求めます。 

２０番委員お願いします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定のうち整理番号２番について、去る１１日１１番委

員、私２０番委員と委任を受けていらっしゃいます行政書士のＴさん立

会いのもと、３名で共同現地調査をいたしましたので、報告を申し上げ

たいと思います。借人は伊佐市菱刈川南にお住まいのＹＳさんで自治会

は町船津田下でございまして、２８歳でございます。貸し人は伊佐市菱

刈川南にお住まいのＫＴさん。同じく自治会は町船津田下で年齢は６５

歳であります。ＹさんとＫさんは娘婿さんと義理のお父さんでございま

す。所在地は菱刈川南字竹下１９６０－１と外１筆田の３５４㎡でござ

いまして、転用目的は一般住宅、権利は使用貸借権でございます。農業

振興地域外でございます。調査内容でございますが、申請地は菱刈横川

線の築地橋から南へ約３００ｍ行った所の左側でございまして、現況は

水田でございます。尚農地区分は先ほど申し上げました通りでございま

して、一般住宅の建築予定でございまして資金の調達については融資証

明も添付されております。尚、周囲の農地等に関する営農への影響です

が、申請地の東は貸し人のＴさんの田んぼ、西は県道、南もＴさんの田

んぼ、北もＴさんの田んぼで田んぼに囲まれたところでございます。尚

３０年間の使用貸借権でございまして、添付書類といたしまして、全部

事項証明書、字図、建設計画書、住宅ローン審査結果の通知書、被害防

除の計画書及び誓約書、さらに委任状が添付されております。３人で協

議の結果この申請については問題はないと言う判断をいたしました。皆

様方のご審議方よろしくお願い申しあげます。以上です。 

 

はい。２０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２０番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手 

よって整理番号２番は２０番委員の調査報告の通り意見の決定並び

に許可及び諮問が決定しました。 

 

 

整理番号３番について担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員お願いします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定にのうち整理番号３番について去る１１日申請人

不在のもと私８番と１０番１８番委員で現地調査を行いましたので８

番が報告いたします。この一件は先月私８番と会長及び事務局１名で事

前調査をしたものであります。申請人で譲受人は伊佐市大口青木にお住

まいのＩＲさん４２歳、自治会は下青木、譲渡し人は福岡市西区福重に

お住まいのＹＮさん、申請地は伊佐市大口青木字一本松８９１－２で地

目は田、地積は８８㎡となっております。申請地の現況は草刈等され荒

らさないよう管理はされておりますが、田として活用するには水を供給

するにも困難な所であり長年耕作された形跡はありません。本申請は所

有権移転売買で、転用目的は資材置き場となっておりますが、父親が申

請人居住地より市道を隔て向かい側で、水道土木建築業を経営されてお

ります。農地区分は第一種農地ではありますが申請地に行く手目の通路

もなく申請人の居住地を通らないといけないという農地であり、活用す

るには困難であると思われます。申請地の所在地は東側宅地、南側梅の

木を植えた農地、西側は生活排水路を隔てて田、北側は申請人住宅であ

り、周囲の農地への支障はないものと思われます。添付資料として、土

地の全部事項証明書、資金証明書、事業計画書、位置図、字図、被害防

除契約書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、行政書士Ｋ氏

への委任状などが添付してあります。以上のような事から事項上問題無

いものであろうと思われました。皆様のご審議をお願いしたいと思いま

す。以上です。よろしくお願いします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１８番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手 

よって整理番号３番は８番委員の調査報告の通り意見の決定並びに

許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号４番について担当委員の調査報告を求めます。 

１８番委員お願いします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定にのうち整理番号４番につきまして、去る１２月１

１日申請人の代理人で行政書士のＫさんの立合いの下、８番委員、１０

番委員、私１８番の３人で調査をいたしましたので１８番が報告をいた

します。譲受人は伊佐市大口木ノ氏にお住まいのＫＹさんで６０歳であ

ります。自治会は木ノ氏であります。譲渡し人は伊佐市大口木ノ氏にお

住まいのＫＫさん６７歳で自治会は木ノ氏であります。本申請は所有権

移転売買で転用目的は譲受人が土木建設業と言うこともありまして、業

務用の資材置き場と言うことになっております。申請地の所在地は伊佐

市大口篠原木折下２４５９－１地目は畑、地積は４２６㎡であります

が、現在は畑地の状態ではなくいわゆる雑種地状態であります。場所は

山ノ口のＫ商店のＩ工場がありますがその手前８００ｍ位に位置し、南

側は田、東側は山林、北側は市道、西側は農道をへて田となっておりま

す。農地区分は第２種農地でその他の農地となっており、周囲に与える

影響はないと言う風に思われます。一部この受人の仕事の関係だと思わ

れますが、石材、自然石等が少し置かれておりました。もちろん添付書

類の中には顛末書も付いております。調査の結果この申請につきまして

は３名の調査員の意見において適切であると判断いたしましたけども

皆様方の審議方をよろしくお願いいたします。先ほど添付書類のことを

申し上げましたが、必要な添付書類は全て揃っておりますので申し添え

ておきたいと思います。終わります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

はい。１８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１８番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手 

よって整理番号４番は１８番委員の調査報告の通り意見の決定並び

に許可及び諮問が決定しました。 

 

 

議案第５号については申請件数４件で４件の意見決定並びに許可及

び諮問が決定しました。 

 

―――――――― 議案第６号―――――――― 

 

議案第６号非農地証明願いについて、整理番号１番について担当委員

の調査報告を求めます。９番委員お願いします 

 

議案第６号非農地証明願いについて、整理番号１番について去る１２

月１１日申請人ＨＴさんは都合が悪く立合いが出来ないと連絡があり

２番委員、６番委員、私９番委員の３人で共同調査をいたしましたので

９番委員が報告いたします。申請人は伊佐市大口大田にお住まいのＨＴ

さんです。土地の所在地は伊佐市大口大田原ノ巣１６５４－２、地目は

畑、面積は９４㎡であります。９４㎡分は最近分筆してあります。非農

地に至った理由、及び現在の利用状況としまして、平成２年３月に宅地

への通路として埋立、現在まで利用していたとのことです。周囲は家で

す。申請地の位置として、郡山八幡神社より東側へ約５００ｍ位のとこ

ろに位置しております。３人の調査委員の協議の結果やむを得ないと判

断いたしました。添付書類としまして、字図、全部事項証明書等が添付

されています。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまし

て、私の報告を終わります。 

 

９番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

９番委員の調査報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手 

よって整理番号１番は報告の通り非農地として証明が決定しました。 

 

整理番号２番について担当委員の調査報告を求めます。１６番委員お

願いします 

 

はい。会長これは、２番３番は一緒にしてはいけませんかね。ＳＴさ

んとＡさんは姉妹であり同一区画であります。こ別紙の３４ページなん

ですが、先ほど該当の説明がありましたが、この赤で塗ってあるその下

に田、田、田と３筆ありますが、その近くを囲んだ一角が今のこの２番

と３番であります。同じ敷地内になっておりまして、ここが非農地証明

の申請が出ておりますので、一括で申し上げたいと思います。 

議案第６号非農地証明願いの、２番３番につきまして、去る１２月１

１日会長それから５番委員、１６番委員で共同調査をいたしましたので

１６番が報告をいたします。申請人ＳＴさんは伊佐市大口大島に居住さ

れております。それからＳＡさんですが、伊佐市大口鳥巣に居住されて

おります。申請地でございますがＴさんの方が大口鳥巣字宮ノ前７２１

－２地目は田、地積が２７０㎡、それからＡさんの方が大口鳥巣字宮ノ

前７２１－３、それから７２２－２、７２２－３、３筆で合計１８９㎡

であります。この土地の非農地になった原因ですが、父が昭和５３年ご

ろに自宅を建築するために一部土地を分割して、昭和５５年に造成をし

ました。ところが宅地を建設する予定が諸事情により計画を断念し、放

置し、その後資材置き場になったりして平成２６年に土地分筆登記をし

て明確化しましたのでこのたび申請をしたいと言うことで現況地目を

変えると言うことであります。現地ですが、周りが田んぼでございまし

て、そこに１ｍ～３ｍ位の段差があったわけですが、そこに間知を積み

ましてそこに川砂、河川の土砂を投入いたしまして３ｍくらい持ち上げ

まして、宅地を建設する予定だった。ところが今はその大きな石がです

ね、散在をし建築資材等もあったんですが、小石等も散らばっておりま

して、雑草も生えており、畑とすることは困難というような感じになっ

た次第ということでございました。申請地の位置でございますが、鳥巣
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

２ 番 委 員 

 

 

 

 

下公民館からだいたい北に５０ｍ位に位置しておりまして、北側は宅

地、東側は田、西側は市道、南側は田であります。非常に見晴らしの良

いところで間知ブロックを積んでいてですね、宅地にしても良い位のと

ころだったと言うことであります。以上のような理由によりまして、３

人で話し合いました結果、農地性は消失しており、農地の復旧は困難で

あると判断いたしました。皆さん方に判断していただきますが、添付資

料といたしましては全部事項証明書、見取り図、地積図、委任状等出て

おります。皆様方の判断を仰ぎたいと思いますが２番３番につきまして

は以上で報告を終わりたいとます。よろしくお願いいたします。 

 

 

今２番、３番について１６番委員の報告があったわけですが、これも私

も見に行きました。これは宅地として申請して宅地としてちゃんと整備

した結果、農地性が無くなってしまったと言うことなんで、結局家を建

てないと宅地として登記ができないわけですよね。そのままなっとった

から石なんかがいっぱい入って非農地になったと言う状況でした。 

その他皆さまからの質問はございませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２番３番について、１６番委員の調査報告のとおり、非農地として証

明することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

  よって整理番号２番３番は報告の通り、非農地として証明が決定し

ました。 

 

整理番号４番について担当委員の調査報告を求めます。 

２番委員お願いします。 

 

議案第６号非農地証明願いについてのうち整理番号４番５番につい

て、２番が調査の結果を報告いたします。去る１２月１１日６番委員と

９番委員と私２番委員で申請人でありますＨＩさん立会いの下共同調

査をいたしました。申請人ＨＩさんは伊佐市大口渕辺にお住まいで自治

会は渕辺であります。申請地の所在地は伊佐市大口渕辺字住吉１８１、



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

地目は畑、地積は４０３㎡であります。地図が一緒になっていると思う

んですけどもこの農地については下に塗りつぶされている農地の方に

なります。周囲の状況は東側が山林、西側が宅地、南側が畑、北側が道

路となっております。非農地となった時期は昭和６０年１月２９日ごろ

であります。非農地となった原因は農機具倉庫が手狭になった為、農業

用倉庫を建築したことによるものであります。当該農地の現況は全て農

業用倉庫が建っている宅地となっており、調査の結果農地性は消失して

いる為、農地への復旧は容易でないと判断いたしました。 

続きまして整理番号５番について２番が調査の結果を報告いたしま

す。申請人はＨＩさんであります。申請地の所在地は伊佐市大口渕辺、

地目は畑で地積は２７２㎡であります。この地図は上に塗りつぶされた

方になります。周囲の状況は東側が宅地、西側は畑、南側が道路、北側

が宅地となっております。非農地となった時期は昭和４１年８月１日ご

ろであります。非農地となった原因は住宅の出入り口が狭く不便であっ

たため、通路として整備し庭木等を植えたことによるものであります。

当該農地の現況は全て住宅への通路、及び庭木となっており、調査の結

果農地性は消失している為、農地への復旧は容易でないと判断いたしま

した。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報

告を終わります。 

 

只今整理番後４番、５番について２番委員の方から調査報告が終わりま

した。委員の皆さんご意見質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２番委員の調査報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

 よって整理番号４番５番は報告の通り、非農地として証明が決定しま

した。 

 

議案第６号非農地証明願いについては、５件の申請で５件を非農地と

して証明することが決定しました。 

 

その他。 お願いします。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会     長     会  長     

伊佐市農業委員     ９番委員                         

伊佐市農業委員    １１番委員      

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会資料の３６ページをお開き下さい。月例報告をいたします。 

去る１１日現地調査の方をしていただきました。１７日の今日が第９

回の農業委員会の総会です。１８日の金曜日が１２月の定例常任会議員

会議であります。 

来月の行事予定です。１５日に現地調査を計画しております。２０日

が第１０回の農業委員会の総会です。２６日が１月の定例常任会議員会

議となっております。月例報告は以上です。 

 

姿勢を正して下さい。 

一同礼 

お疲れ様でした。 

 

【終了時間  午前１０時５分】 

  


